
別紙５ 

臨時的任用職員・任期付職員等の共済組合に関する入力について 

 

１ 【Ｑ０１】（職員情報）の「共済種別」が自動設定される（最終履歴が「非組合員」

又は「空白」である）場合 

例：令和４年３月 31日以前は共済加入履歴がなく、令和４年４月１日以降臨時講師（共

済組合加入）になる者 

 

（１）【Ｑ０１】画面（令和４年４月１日以降） 

 

【Ｑ６６】（共済標準報酬情報登録）画面（４月例月処理日以降） 

 

（２）【Ｑ６６】より手動で等級を修正する（通勤手当・扶養手当等を認定した結果、

等級がかわる場合）例：16等級→17等級 

【Ｑ６６】画面 

     →次へを押して登録する 

   

２ 【Ｑ０１】の「共済種別」が自動設定されず（最終履歴が「非組合員」又は「空白」

でない）、１日も空かずに新たに任用される場合 

例：令和３年 11 月１日～令和４年３月 31日臨時・任期付講師（共済組合加入）であり、

令和４年４月１日以降も臨時講師（共済組合加入）である者 

 

→共済資格を喪失しないため、直近の情報（「資格取得時決定」「定時決定」「随時改

定」等）を引き継ぐので修正は不要（等級の改定は、９月定時決定時） 

＜参考＞ 

【Ｑ０１】画面 

システムで自動算定 

手当等を含まない給与で算定された等級 

（日割支給の場合は日割支給額で算定されている） 

 

本来受けるべき手当（通勤・扶養）を含んで算定 

日割支給の場合は、満額受け取ったとして算定 

以前資格取得した際の情報が表示される 

システムで自動設定 

16→17に修正 



 

【Ｑ６６】画面 

    
 

３ 【Ｑ０１】の「共済種別」が自動設定されず（最終履歴が「非組合員」又は「空白」

でない）、１日以上空いて新たに任用される場合 

例：令和３年 11月１日～令和４年３月 30日臨時・任期付講師（共済組合加入）であり、

令和４年４月１日以降は臨時・任期付講師（共済組合加入）である者 ※令和３年

度に任用がない場合であっても、直近の任用時に共済組合加入していた者を含む 

 

（１）【Ｑ０１】画面 

 

 

 

【Ｑ６６】画面 

 

 

（２）【Ｑ０１】に令和４年３月 31日に資格喪失した情報を入力する 

 

 

 

直近の情報（「定時決定」・「随時

改定」等を含む）が表示される 

直近の情報（「定時決定」・「随時

改定」等を含む）が表示される 

 

必ず「登録」ボタンから入ること！ 

※修正すると多額の還付がされます！！ 

登録：現在の情報（履歴）が残ったまま、新しい情報

が登録される 

修正：現在の情報が上書きされ、履歴が修正される 

② 

資格喪失した日の翌日を入力 

③ 

①  

以前資格取得した際の情報が表示される 

※任期満了に伴う資格喪失（０：非組合員）は自動設定されない 



① 「登録」ボタンを押す ※「修正」と間違えないこと！ 

② 共済組合種別「０：非組合員」を選択 

③ 資格取得年月日「R04/03/31」（資格喪失した日の翌日）と入力する 

 

（３）【Ｑ０１】に令和４年４月１日に資格取得した情報を入力する 

 

    

→「登録」ボタンを押す ※上記（２）を参照 

  →① 共済組合種別「５：公立共済（一般）」を選択 

  →② 資格取得年月日「R04/04/01」と入力する 

 

（４）【Ｑ６６】に新たに算定した等級を入力する 

【Ｑ６６】画面 

① 「もっと追加する」を押し、行を増やす 

② 適用終了年月欄に「R04/03」と入力する（R04/03 以前の資格喪失の場合であっても、

資格取得月（R04/04）の前月しか入力できない） 

③ 今回新たに算定した等級を「資格取得時決定」として入力する 

 

４ 任期満了（任期途中の自己都合退職を含む）に伴い、資格喪失をした場合 

例：令和４年３月 31 日以前に臨時・任期付講師（共済組合加入）だった者が、次年度兵庫県で

の任用がない場合（正規職員になる場合を除く） 

 

【Ｑ０１】に令和４年４月１日資格喪失を入力する 

  →「登録」ボタンを押す ※上記３（２）を参照 

 

   →この入力をしておくことで、次回任用された際にシステムで【Ｑ０１】を自動設定し、 

【Ｑ６６】を自動算定することができる（本来受けるべき手当を含んだ額で算定し直す必要

あり）。 

本来受けるべき手当（通勤・扶養）を含んで算定 

日割支給の場合は、満額受け取ったとして算定 

※等級が変わらない場合でも必ず入力が必要！ 

自動設定が可能なのは次の任用情報が【Ｑ０１】に更新されるまでに「非組合員」

を入力した場合です。間に合わなかった時は、３の方法で入力をしてください。 

資格喪失した日の翌日を入力 

①  

② 

③ 

②  ①  

４月例月入力締切日（4/7 10:30）までに（３）

の決裁が完了していれば、（４）は自動設定され

るため手動での入力は不要（等級の修正は必要） 


